
Ⅷ 船舶用防火順に関する研究  火服が法定備品となることが予想される。米国  

では国内法（クルーズヒル法という）で1968  

年11月に発効とな少，米国内において旅客を  

扱う旅客船にこの種の装備が強制されることに   

在った。したがって米国内を航行する日本船も   

この適用を受けること匠なった。また日本の造   

船所で建造される外国船からの防火服の注文が   

段々と多く夜っているとメ ーわーから開いてい   

る。日本のタンカー船でも防火服への関心が高   

まりつつあるようである。  

このような状況を考えると，船内匿おける消   

火活動，人命救助作業等の特殊性も考慮して，   

今まで全く手のつけられなかった船舶用として   

の防火服を検討する必繋があわ，船舶技術研究   

所，労働科学研究所，東京都消防科学研究所，   

K産業株式会社の協力によ少，昭和4 3～44   

年にわたって，この研究がすすめられた。  

注1）0呼吸具安全灯に防火服，長ぐつ，手  

袋，固捜ヘルメットが追加された。  

0客 船；2組」一α（甲板上客室およ  

び使用場所の長さの合計  

80ITlの端数どとに2組）  

葉物船；L＜200rl1 2組＞  

20 0rn 4組   
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船舶風防火服を船に積込まなければならない  

ことは，先ず油槽船の火災の初期消火活動の適   

否が恕像もできないような大災害の発生を左右  

すること，旅客船では多数の人命の救助と消火   

活動の必要なこと，また船は海上に弧立してお  

射陸上からの援助も簡単に得られず，船員の手   

で防火にあたるよ少仕方のないことをどから当   

然のこととして理解できる。すなわち，火災検   

知システム，自動消火システム等の装置の充実   

も大切なことであるが，船員の直接の手による   

防火服を着ての活動も忘れてはならない。  

しかし，現実には余り関心が持たれてぃない   

ようである。タニノカー船では横込せれているが   

船内倉庫の中托しまいこまれていて，緊急の時   

にすぐ役立つ体制になっていないようである。  

ところが，IMCO（政府間海事協議機関）  

で，国際海上人命安全条約改il二条文（196う  
注1）  

年）による消防員装具の内容および数嵐  の   

変更が決定した。わが国でも数年後のうちに防  

B 検討の呂槙   

tMOOできめられた消防員装具の条件に適   

合していることをt］標とした。すなわち嚢約す   

るとつぎの条件となる。  

a 肌を火煩からの棚射熱かよび蒸気による   

やけどから防護する材料のl防火服であわ，外面   

は耐水性のもの。  

b ：】ムまたは他の非電導材料の長ぐつおよ   

び手袋 
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